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第2次チャーチル政権と西ヨーロッパの統合,

1951年-1954年

-チャーチル,イーデン,マクミランと

｢大国｣イギリスの将来(3)･(完)

益 田 実

目 次

序章 3つの予備的質問とそれらへの簡単な答え-

(1)1950年までの西ヨーロッパの経済復興の中でイギリスが

果たしてきた役割とは何だったのか?

(2)1950年までに西ヨーロッパの経済復興と西ヨーロッパの

統合運動はいかなる関り合いをもつようになっていたのか?

(3)1950年までにイギリスにとって西ヨーロッパ統合運動は

どういう意味を持つようになっていたのか?

第1章 フランス製西ヨーロッパ統合プラン2種に対してアトリー政

権ほいかにして対応したのか?

(以上,｢法経論叢｣第12巻,第2号掲載)

第2章 チャーチル政権はいかにしてECSCと｢協力｣したのか?

第3章 チャーチル政権ほいかにしてEDCと｢協力｣したのか?

(以上,｢法経論叢｣第13巻,第1号掲載)

第4章 チャーチル政権ほいかにしてWEUの誕生に｢貢献｣したの

か?

結 章 チャーチル,イーデン,マクミランの考えの比較および

労働党政権,保守党政権の対応の比較

(以上,本号掲載)
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論 説

第4章 チャーチル政権はいかにしてWEUの誕生に｢貢

献｣したのか?

1

という次第でEDCは死んだ｡ただ死んだだけではない｡その死に様は

苦悶に満ちあふれたものであり,残された負債の整理を,だれがどのよ

うにしておこなうべきなのかという厄介な問題をあとに残したまま死ん

だのである｡

まず第一に大変なことは,EDCの死によりシューマン･プランの下で

せっかく順調に進んできた西ヨーロッパの統合,中でもとくに重要な仏

独の和解のプロセスが一気に振り出しに戻されるのではないかというこ

とであった｡ここで思い出していただきたいのが,EDC条約はドイツの

占領状態を終結し,その主権を完全に回復させるための一般条約と対を

なすものであったということである｡EDC条約が批准されなければ西ド

イツつまりドイツ連邦共和国は主権国家として独立することも許されな

いのであり,このような状態がそのまま放置されてよいわけがなかった｡

このままでは西ドイツを西側陣営の枠組みの中で独立させ同時にその再

軍備をも成し遂げる,それも独立した西ドイツに対しての統制が失われ

ることを怖れるフランスの不安と,西ヨーロッパ諸国と統合されること

によって政治的にも軍事的にも権利上の平等を回復したいと考える西ド

イツの要求との両方を満足させながら,それをおこなうということが不

可能になるのである｡

次に大変なことほ,これがアメリカとヨーロッパとの関係に与える影

響である｡アメリカ政府にとってはEDCの成功ほヨーロッパ人たちの

側で統合を推し進め,ソ連の脅威に対する防衛能力を自主的に改善する

ための努力の証しを意味していたのであり,そのような証明は,アメリ

カのヨーロツ/くに対する軍事的コミットメソトの継続という政策をアメ
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リカ議会に納得させるためには欠かせないものであった｡したがって

EDCにはぜひとも成功してもらわなくてほならなかったのであり,それ

ゆえに国務長官ダレス(J.FosterDulles)ほ,ほやくも1953年末には,

万一,EDCが失敗するようなことがあれば,アメリカ政府としてほその

対ヨーロッパ政策に関して,｢苦渋に満ちた再検討｣をおこなわなくては

ならなくなるであろうとの警告も発していたのであるし,またアイゼソ

ハウワーも6月末のワシソトソでのチャーチルおよびイーデンとの会談

の席で,｢もしもフランスがこれ以上EDCを推進することができないと

いうのなら,彼らはNATO内にドイツを受け入れるという選択肢と直

面せざるをえないだろう｡…‥･(中略)もしフランスが近い将来にNATO

とEDCとの間の選択を決定することができないというのであれば,私

としてはフランスは望みのない,救いようもない原形質の塊のようなも

のだと見なすことになるだろう｣とまで述べていたのである(1)｡

●

2

こうして,イギリスは極めて困難なジレンマにさらされることになっ

た｡まず一方では西ドイツを西側陣営に統合することによるその独立の

回復と再軍備の実現ができないままであれば,アメリカがヨーロッパ大

陸の中枢に対する軍事的コミットメントを放棄し,周辺防衛("periph-

eraldefence")戦略へと後退してしまう,そしてその結果,大西洋同盟

は解体され,事実上イギリスとフランスのみがアメリカの援助もドイツ

による貢献もなしで西ヨーロッパの防衛にあたらなくてはならないとい

う状況ができてしまう可能性があった｡またこの状況でほ,西ドイツ国

内における早期独立回復への期待が裏切られることによって,アデナウ

アー率いる現政権の目指す,統合された西ヨーロッパの一員として西側

同盟の一員に加わり,それを通じて他の西ヨーロッパ諸国と対等の立場

で主権の回復を実現するという政策への国民の支持が失われてしまうの
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ではないか,そしてそれとともに中立的なあるいほ親ソ的な野党勢力へ

の支持が拡大してしまうのではないかということも充分に予想されるこ

とであった｡

他方,もしもイギリスがアメリカおよび西ドイツとともに(チャーチ

ルがそう望んでいたように)西ドイツの独立および再軍備へとフランス

の同意がないままで突き進んだならば,今度はフランスが西側陣営から

離脱してしまう,というかこの場合,英米独の側でフランスを西側陣営

から放逐してしまうということになる怖れが大であった｡彼のこれまで

の言動からは当然予想されてしかるべきことだが,チャーチルはフラン

スによるEDC条約批准失敗の直後から再びこの,フランスの反対ほ無

視してもよいから,イギリス･アメリカ･西ドイツの3国で直接の軍事

同盟を結んでそれをNATOの上に位置付けると同時に西ドイツの

NATO直接加盟もおこなってしまうという構想を声高に叫びはじめた｡

チャーチルの考えでほ,フランス人たちを孤立状態に置いてしまう方

が,彼らにその自己中心的発想を反省させ,より協調的にさせることが

できるのであったが,それはもちろんイーデソと外務省にとってほ少な

くとも第一の受け入れ可能な選択肢でほなかった｡究極的にはイーデソ

も,自ら9月8日の閣議の場で述べたように,｢フランスと残りの7ケ国

(というのはフランスを除くEDC諸国5ケ国とイギリスおよびアメリ

カのこと)との間に合意を形成することがもしも不可能であるとわかっ

たならば｣,そして｢フランスを排除して突き進む｣ことと｢ドイツにソ

ヴィェト･ロシアとの間の何らかの合意までも含む独自の政策追求を許

す｣ことの間で選択をする必要が生じたならば,彼としても｢フランス

なしで突き進むことを選択せざる得まい｣と考えてはいた｡しかしまた

同時に,8月末にCOSが報告していたように,｢NATOからのフランス

の喪失｣もまた｢軍事的にほ破滅的なこと｣であると考えられてもいた

のであり,もしもフランスが中立化するならば｢今まで以上により前進
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的な前進的戦略｣(つまり大陸へのイギリスの軍事的コミットメソトの東

方への拡大ということ)が必要となり,そのようなヨーロッパでのコミッ

トメソトの拡大は,世界のどこかほかの地域でのイギリスのコミットメ

ントの削減なしでは実現不可能であることもわかっていたのである｡フ

ランスが中立化した場合,その状況変化にあわせてヨーロッパの防衛体

制を再編しおわるまでの移行期間に,ヨーロッパほソ連からの影響に対

して極めて脆弱となるであろうこともまた予想されていた｡規模,装備,

指揮系統などに何の制約も受けない西ドイツ軍の創設は,フランスを怒

らせることほ間違いないし,下手をすると西ドイツによるドイツ統一の

ためのソ連への挑発行為を招くことすらありうると考えられもした｡と

にかく,一言でいって｢フランスの国土ほ効果的なヨーロッパの防衛シ

ステム構築のためには不可欠｣なのであった｡こうまでわかっていた以

上ほ,イギリスとしても何とかして西側同盟が崩壊の危険にさらされる

前にEDCにかわる代替案を見つけなくてほならなかった(2)｡

そのようなEDCへの代替案が意味のあるものとなるためには,アメ

リカ,西ドイツ,フランスからの3つのそれぞれ異なる要請を同時に満

足させ(もちろん,その上でイギリス自身に受け入れられるものでなく

てはならないのだから4つの異なる要請といってもよいのだが),かつ合

意に達するまでにEDCのように時間のかかることのないものでなくて

ほならなかった｡第一に,西ドイツを西側陣営にとどめておくためには

その完全な主権が直ちに回復されその軍備においても他国との平等の原

則が守られなくてはならなかった｡プレヴァソ･プラン提案時にフラン

スが目論んだような西ドイツに対する露骨な差別的な扱いほ,ここまで

辛抱強くフランスのわがままに付き合ってきてくれたアデナウアーとド

イツ国民の感情を考えるならもはや許されなかった｡そういうわけであ

るから,西ドイツの独立と再軍備にあたっての条件ほもともとのEDC

条約で規定されていたものよりも厳しくなるということもありえないの
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であり,おそらくはNATOへの完全な加盟もしくはそれと同等以上の

ものが認められなくてはならなかった｡第二に,フランスに対して西ド

イツの独立と再軍備を上記の条件で受け入れさせるためには,やはり何

らかの形で,将来のドイツ軍国主義再興への予防策が,これもまた西ド

イツにも受け入れ可能な形で用意されなければならなかった｡第三に,

アメリカがEDCに対して約束していたのと同等の軍事的コミットメン

トを維持するためには,EDCに対する代替案は何らかの形で,欧州の統

合の進展を意味していると解釈できるような,あるいはそれが困難だと

してもなおアメリカの議会を満足させるに足るはどの西ヨーロッパ諸国

間の真剣な協力のしるしと解釈できるような要素を含んでいなければな

らなかった(3)｡

3

ここでイーデソが持ち出した代替案というのほ,1948年2月に,イギ

リス,フランス,べネルクス3国の間で調印されていた相互防衛条約で

あるブラッセル条約を拡大してそこに西ドイツとイタリアも含めてしま

うことで,西ドイツに対するある程度の統制を確保し,西ヨーロッパ内

での協調も印象づける一方で,同時に西ドイツのNATOへの完全加盟

と即時独立も認めようというものだった｡9月8日の閣議においてこの

案への了承を獲得した後,イーデンは直ちにEDC諸国の首都を歴訪し,

ロンドンにおいてEDC6ケ国とイギリスおよびアメリカによる会議を

開き善後策を協議することを提案した｡フランスを除くEDC諸国は

イーデソの携えた提案に対して満足であるとの態度を示したが,フラン

スはなおドイツへの統制が不足であるとの態度であり,6ケ国歴訪後,

最後にイーデンが会見したダレスもイーデンの提案には欧州統合の推進

という要素が不足しているのでほないかとの懐疑の念をかくさなかった

が,結局ほ関係諸国すべてが9月末にロンドンでイーデソ案に沿った方
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向での議論をするための9ケ国会議(上掲8ケ国にカナダが加えられた)

を開くことに合意した(4)｡

結果だけ先にまとめてしまうと,ロンドン9ケ国会議は9月28日に開

幕し,はやくも10月3日までには上記の3つの要請を満たすことに成功

した｡

まず第一に,ブラッセル条約を拡大し西ドイツとイタリアを含む新た

な相互防衛条約システムとすることが合意され,拡大されたブラッセル

条約機構(TheBrusselsTreatyOrganization:BTO)は西ヨーロッパ

連合(the Western European Union:WEU)と改名された｡そして

WEUへの加盟と同時に西ドイツのNATO正式加盟も認められた｡ま

たもちろんのことであるが,ドイツの独立･完全な主権の回復も合意さ

れた｡こうしてドイツへの早期のそして完全な独立･主権の回復という

第一の要請が満たされることになったということである｡

第二にこうして誕生することが確実となったドイツ国軍が将来にわ

たって西ヨーロッパへの軍事的脅威とならないように効果的な統制をお

こなうための手段として以下の4つの事項が合意された｡まず,NATO

軍最高司令官の持つ,加盟各国部隊に対する統制権限が強化された｡次

に,より重要なことであるが,イギリスほ今後50年間にわたって現在大

陸に保有しているレヴェルの戦力を維持しつづける(ただし,海外での

緊急事態および深刻な財政問題の際にほ見直しが有り得るという条件付

きであるが)ことをイーデンは公約し,フランスに対して,イギリスが

ドイツ軍に対する効果的な重石の役割を相当程度までは引き受けるとい

う意思を示した｡さらに,これもイーデソの公約に劣らず重要な合意で

あるが,アデナウワーは西ドイツは自発的にドイツ国軍の装備に制限を

設けるということを約束した(核兵器,生物兵器,化学兵器,誘導ミサ

イル,長射程ミサイル,3000トン以上の軍用船舶を西ドイツは保有しな

いということが約束された)｡最後に,かつてのEDC諸国はフランスに
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よって(いわば最後の悪あがきとして提出された)超国家主権的兵器製

造機関の設立を求める提案を検討することに合意した(これほあまり重

要でほない｡はとんどフランスに対するリップ･サーヴィスといった性

質のものである)｡これら4つの合意は,とりあえず,第二の要請つまり

フランスのドイツ再興への不安を静めるという必要を満たしたといって

よいのだろう｡

さて最後に第三の要請,つまりアメリカからの対EDCと同レゲエル

の軍事的コミットメソトを確保するという必要であるが,この点につい

ては,ダレスによって,EDCに対して約束されていたアメリカの支援は

そのままWEUにも提供されるということが約束された｡EDCと比較し

てWEUにほ超国家主権的性質と呼べるようなものほないに等しかっ

たが会議を通じて示されたヨーロッパおよびイギリス側の協調への努力

の姿勢一特にイギリスからの大陸への50年間の軍事的コミットメソ

ト(ダレスはこれを｢歴史的決断｣であると誉め称えた)-がどうや

らアメリカ議会を説得するにほ充分であると判断されたようであり,こ

うして第三の要請も満たされたわけである(5)｡

4

こうして西ドイツほ西側陣営の防衛システムの中に統合されその独立

の回復もフランスと西ドイツ自身に受け入れられるような形で達成され

た｡フランスの西側陣営内での孤立も回避され,アメリカの対西ヨーロッ

パ軍事コミットメントも維持された｡このようにしてロンドン会議は成

功裡にかつ早々に幕を閉じることができたわけであるが,この成果に到

達するために舞台裏でイーデソが果たした貢献は大なるものであり,そ

の西ヨーロッパの統一,大西洋同盟の枠組み維持のために示した熱意ほ,

首相チャーチルの非建設的な姿勢とほ大きく異なるものであったといえ

るだろう｡
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既存のブラッセル条約を拡大して西ドイツのNATO加盟のための中

間段階の受け皿となる組織を創ってしまおうという発想自体は,イーデ

ソ自身の思いつきではなく,そのような実はフランスによるEDC条約

批准がかなり怪しくなってきた1953年の末ころからすでに外務省と

COSとの間でEDC失敗の際の代替案の一つとして議論に上っていた

し,マクミランも8月27日の閣議の席でその可能性を示唆している｡し

たがって,この案そのものほイーデソの独創的産物でも何でもないのだ

が,それまでのイギリス政府内での外務官僚および軍の制服組レヴェル

の議論でほこのBTOを拡大してそれを媒介物にしてドイツをNATO

に加盟させるという案についてほ,それはイギリスの大陸へのコミット

メント拡大につながるとして常に否定的評価しか下されていなかったの

に対して,イーデソはEDC失敗後にこの実に賭けてみる気になり,そし

てその賭桝こ勝ったという事実がある以上,これはイーデンの功績以外

の何者でもないのである(6)｡

イーデソがこの案を採用することを決意したこと,彼によって閣議が

説得されこの案を受け入れたこと,その後の彼自らによる迅速な旧EDC

諸国の歴訪によりドイツ,べネルクスおよびイタリアからBTO=

NATO案への同意を取り付けたこと,そしてダレスの示した懐疑にもか

かわらずこの案で進むことをためらわなかったこと,これらの事実なく

してロンドン会議があれほど急速に合意に到達できたとはとても私には

思えない｡フランスを除く旧EDC諸国からのイギリス案への事前の合

意の取り付けは,まず西ヨーロッパ諸国間の団結という印象を創りだす

ことにつながり,したがってまず,ダレスが超国家主権的要素を欠くこ

の案に相当懐疑的であったのにもかかわらず,アメリカがイギリス案を

関係諸国と議論もせずに無視するという行動にでることを困難にし,最

終的にほフランスに対しての譲歩を迫ることも容易になったといってよ

いのでほないか｡
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会議そのものにおいてもイーデソの貢献ほ大であったといってよいと

私ほ思う｡まず,フランスがBTO=NATO実の受け入れを決意した,

というか受け入れざるを得ない状況に立ち至ったのはイーデンの行動の

しからしむるところのものであったといわざるを得まい｡イーデソには

会議において最も困難なのはフランスを説得することであることほ充分

わかっており,それゆえに彼はフランスがドイツのNATO加盟を受諾

するという｢不愉快な現実｣に直面するにあたって感じるであろう苦痛

を和らげるためにほ,彼自らがいうところの｢何らかの強烈な代償｣

(``somestrikingquidp7t)quO'')をイギリスとしても提供する必要が

あると考え,それをイギリスによる大陸への50年間におよぶ公式の軍事

的コミットメント(ただし海外での緊急事態およびイギリスの財政が深

刻な危機に襲われた場合には見直しも可とする)という形で,フランス

に与えたのである｡

9月15日の内閣防衛委員会において,外務省側の説得によりこの大陸

へのコミットメソト供与を受け入れるにあたってCOSが述べていたよ

うに｢もし西ヨーロッパ防衛へのドイツの貢献を獲得し,フランスの協

力も維持し,アメリカによる周辺防衛政策の採用を阻止するために支払

わねばならない代価が,我が国の部隊を無期限に現状のまま大陸に維持

することであるならば,そのようなコミットメソトも受け入れざるを得

ない｣のであった｡これはイギリスの都合次第ではどのようにも解釈で

きるエスケープ･クローズがっいている点など議論の余地もあるであろ

うが,やはり,イーデン自らが閣議に対して述べていたように,少なく

ともイギリスの政策決定者たちの主観的認識のレヴェルでほ,｢連合王国

にとって未だかつて前例のないコミットメント｣であったのであり,会

議に列席した各国の代表たちもそのように認識したからこそ,このコ

ミットメント公表後,迅速に会議は合意成立へと向かっていったのであ

る｡そしてイーデンは自分が閣議に対して要求したものが,そのように

214

l



第2次チャーチル政権と西ヨーロッパの統合,1951年-1954年

前例のないコミットメソトであると認識していたのと同時にまた｢西

ヨーロツ/くにおける効果的な防衛システム,それはまた連合王国の安全

保障のためにも不可欠なものであるのだが,それを組織することほイギ

リスによる大きなコミットメソトなしでは不可能である｣ことも知って

いたのである｡1952年以来,フランスがEDC成功のために必要なイギリ

スからの協力として要求しつづけてきたのほまさにこのコミットメソト

のように再軍備されたドイツに対する重石の役割をする軍事的な存在で

あり,それゆえに,イーデソが実際にこのコミットメソトを約束した時

にはもほやフランス側隼はBTO=NATO案がドイツへの統制を欠く

として拒否することはできなくなったのである｡また,イーデソは自ら

このコミットメソト供与を決意すると同時に,この案に対してフランス

へのさらなる譲歩であるとみなして強く抵抗し,そのようなイギリスか

らの大陸へのコミットメソトは逆にアメリカのヨーロツ/くからの撤退を

促進するのではないかと懸念する首相チャーチルからの強い反発を説き

伏せることも事実上一人で成し遂げたのである(7)｡

実際のところチャーチルの心配とほ全く正反対に,このイギリスによ

る大陸への軍事的コミットメソト供与の公約こそが,BTO=NATO案

に懐疑的だったダレスを軟化させWEUにもアメリカはEDCと同様の

軍事的コミットメントを与えるべきであるとの判断に至らせた最大の要

田だったのである｡これもまたイーデソによるロンドン会議成功のため

の大きな貢献であったというべきだろう｡このコミットメソト供与の許

可を閣議に要請した9月27日の覚書の中で彼自ら｢会議においては実行

可能なプランが創りだされなくてはならず,そのようなプランができれ

ば合衆国の側が必要不可欠な彼らの側からの支援を拒むことによってそ

れを失敗させてしまうということはないであろう｣と述べていたのだが,

BTO=NATO案とイギリスによるコミットメソトの組み合わせによっ

て,まさにそのような実行可能なプランを創りだしたのほやはり,イー

215



論 説

デソの努力によるところ大であったといわざるを得まいと私は思う(も

ちろん,アデナウワ一による西ドイツの側の自発的軍備規制というのも

また会議成功のためには絶対に必要なものであり,これを持ち出した彼

の功績もイーデソに劣らず大であるのはいうを待たない｡ただこの物語

のこの部分では私の関心がイーデンとチャーチルの態度の比較をするこ

とにあるので,アデナウワ一についての言及は,はとんどおこなわなかっ

ただけである)(8)｡

さてこれだけ見てきたらもう読者の方々にもEDC実現のための大陸

諸国との協力の追求の過程およびEDCの死後のWEU創造の過程での

チャーチルとイーデンの対応は際立った違いを見せるものであった,と

いうことで私がこれまでの話をまとめてしまっても異論はあまりないの

でほないだろうかと思う｡イーデソのイギリスと西ヨーロッパとの関係

に対する建設的態度が,大西洋同盟というイギリス外交のよってたつ基

礎構造を,その崩壊の危機から救うことにつながったのは否定できない

のではないか｡そしてこのイーデソ外交の成功の結果,イギリスは少な

くともその後しばらくの間は,西ヨーロッパでのその評判を高め,影響

力を増大させることができたのであり,大陸からの連邦主義的統合運動

の脅威からも当座は逃れることができたのである｡

他方,チャーチルであるが,彼がEDCという軍事面でのヨーロッパの

連邦主義的統合の動きに対して常に敵意を感じており,それをあまり隠

そうともしなかったことはこれまたここまでの話で皆さんにも充分おわ

かりいただけたのではないかと私ほ思う｡EDCが崩壊した時に彼が提出

しようとした彼独自の連邦主義的,超国家主権的組織にかわる代替物と

いうのほ,古き良き,あるいは古色蒼然たる英米独3ケ国軍事同盟(彼

のことばでいえは,｢大同盟｣であるが)であったが,イギリスにとって

ほ幸運なことにこの構想は政策として採用されることはなかった｡そし

てイーデンの外交手腕のおかげで,イギリスは1951年以来の公約であ
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る,西ヨーロッパ諸国との間にできる限り緊密な協力関係を築くという

義務を果たすことができたのである｡

ということで物語の本編ほ終わり,あと私に残された仕事ほ,これま

での叙述を振り返り,その中から全体を貫きこの話を締めくくるにふさ

わしいような｢結論｣と呼ぶに値するものを見つけだして皆さんの前に

示すことだけとなったのである｡

注

(1)PREMll/618,eXtraCtfrom`theTimes',15Dec.1953･,ibid･,reCOrdoftalk

betweenEisenhower,Dulles,ChurchillandEdenattheWhiteHouse,27June

1954.,ibid.,Dullesto Churchill,21Aug･1954･Eden,Op･Cit･,pp･149-150･

Young,`GemanReaYmament,,p･92,95･Dockrill,B7itain'slblicy･p･131,141･

Mager,Op.Citリp.129■

(2)CAB128/27,CC57(54)3,27Aug.1954.,CC58(54)1,1Sept･1954･CC59(54)

1,8Sept.1954.CAB129/70,C(54)271,18Aug･1954,nOtebyChurchillリC(54)

276,26Aug.1954,memObyEden,`AlternativestotheEDC'･PREMll/618,

recordoftalkbetweenEisenhower,Dulles,ChurchillandEdenattheWhite

House,27June1954.,ibid.,ChurchilltoDulles,14&19Aug･1954･,nOteby

ChurchilltoEdenandAlexander,20Aug.1954.,KirkpatricktoChurchill,20

Aug.1954,AlexandertoChurchill,23Aug･1954･,FOtoWashington,23Aug･

1954.DEFE4/72,COS(54)91stmeeting,23Aug.1954･Eden,Op･Citっpp･149~

150.Young,･German Rearmament,,p･94･Dockrill,Briiainゝ1blicy･P･142･

Dockrill,`B7iiainand theSettlement,,p･155･Mager,Op･Cit･,p･129･

(3)CAB129/70,C(54)298,27Sept.1954,memO.byEden,`theLondonConfer-

ence,.FO371/10934/17,Jebb(Paris)toKirkpatrick,11Sept･1954･Eden,Op･

cit.,p.165.Mager,Op･Cit･,p･132･

(4)CAB128/27,CC59(54)1,8Sept.1954.,CC60(54)1,17Sept･1954･FbYtZなn

Relations qf the Unites States,1952-1954,VOl･Ⅴ･,(1983,WashingtonDC･)

(hereaftercitedasmUS),pp.1211-1223.Eden,Op･Citリpp･150-164･Young,

`Gennan Rearmament,,pp.95-98.Dockrill,Britainゝn)licy,pp･142▼143･

217

●



論 説

Dockrill,`BYiiainandtheSettlement',pp.156-157.Mager,Op.Cit.,p.133.(5)

CAB128/27,CC62(54)1,10ct･1954.DEFE4/72,COS(54)100thmeeting,22

Sept･1954･,COS(54)102ndmeeting,27Sept.1954.FRUS,pp.1227-1228,

1292-1293･Eden･Op･Cit･,pp･167-169･Young,`GermanReannament･,pp.98

.99･Dockri11,B7iiainb nフIi砂,pp.143-145.Dockrill,`Briiain
and the Settle_

ment',pp･157-160･Mager,Op.Cit.,pp.134-135.

(6)DEFE4/69,COS(54)27thmeeting,11Mar.1954.,COS(54)33rdlmeeting,

25Mar･1954･DEFE4/72,COS(54)90thmeeting,16Aug.1954.,COS(54)91st

meeting,23Aug･1954･CAB128/27,CC57(54)3,27Aug.1954.Eden,Op.Cit.,

p･151･Young,`GermanRearmament,,pp･95-96･Dockrill,B7iiainbIblicy,pp.

146L147･Dockrill,`B7iiainandtheSettlement,,pp･160-161･Mager,Op.Cit.,pp.

129-130.

(7)CAB128/27,CC59(54)1,8Sept.1954.CAB129/70,C(54)271,18Aug.1954,

notebyChurchill,`Anglo-Russianrelations'リC(54)298,27Sept.1954,memO.

byEden,`TheLondonConference'.CAB129/71,C(54)302,30Sept.1954,nOte

bytheActingSecretaryoftheCabinet,`TheLondonConference!.DEFE4/72,

COS(54)99thmeeting,15Sept･1954･Eden,Op･Cit･,pp･165-167.Young,

`GemlanReamament,,p･102･Dockrill,BriiainゝIblicy,pp.145-146.Dockrill,

`B7iiainand theSettlement,,p･162･Mager,Op･Cit.,pp.131,133L134.

(8)FRUS,pp･1292-1293,1310･Eden,Op･Cit･,pp.165-166.Dockrill,Britainゝ

fわJわ′,p.147.

結 章 チャーチル,イーデン,マクミランの考えの比較

およびアトリー政権とチャーチル政権の対応の比較

1

これまでに長々とみてきたところから,チャーチル政権の1951年から

1955年までの間の西ヨーロッパ統合運動に対する対応について私が引
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き出した結論めいたことというのは以下に述べるようなことごとであ

る｡

第一に,そのイギリス=ECSC協力関係樹立の問題についての対応か

ら私が見いだしたのはイーデソとマクミランという二人の重要な閣僚間

にかなりの意見の相違があったという事実である｡もちろん,彼ら二人

の問では共有されている考えというものも多く存在していたのもまた事

実である｡どちらもイギリスが連邦主義的,超国家主権的な西ヨーロッ

パの統合運動にその完全なメンバーとして加盟すべきであるなどとは全

く考えていなかったし,また一方でどちらも西ヨーロツ/くにおける統合

運動そのものが完全に否定されるべきものであるとも考えていなかっ

た｡しかし,イギリスと西ヨーロッパの関係のあり方についての二人の

考えの間には一つの根本的な違いがあった｡イーデソが,大陸で西ヨ一

口ツ/く6ケ国が,イギリスの参加なしで,そしてもちろんイギリスから

の批判や干渉もなしで,連邦主義的な経済･軍事･政治的統合を進展さ

せることを歓迎したのに対して,マクミランの方ほ大陸諸国に対して積

極的に介入あるいは干渉し,イギリス側から,イギリスも加わった-あ

るいはより正確にいうとイギリスのリーダーシップの下での一非連邦

主義的な西ヨーロッパの統合のための代案を出せば,それにより大陸諸

国を説得することができるし,またぜひそうしなくてはならないと考え

ていたのである｡

このイーデソとマクミランの間の西ヨーロッパの統合のあり方につい

ての意見の相違ほ彼らそれぞれが持っていた,どのようにすればイギリ

スの世界的大国としての影響力が最も増大されうるであろうかという問

題への互いに異なる答えがもたらしたものであった,というのが私の考

えである｡イーデソほこのイギリスの世界的影響力増大のために必要な

イギリス自身の直接の勢力基盤としては帝国およびコモンウェルスのみ

で充分であると考えていたのに対して,マクミランほそれでほ不充分で
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あると考えていたのである｡

マクミランにとっては,世界的大国としてのイギリスの地位を今後も

確保してゆくには西ヨーロッパ諸国をしてイギリスの望むような形でイ

ギリスとその帝国･コモンウェルスに協力させ,それによってイギリス

の影響力増大につながるような方向で行動させることが必要だったので

ある｡彼の考えていたイギリスがとるべき世界戦略の中でほヨーロッパ

ほ帝国とコモンウェルスとともにイギリスの再興のための踏み台となら

なくてはならなかったのである｡ここまでのところでは,このマクミラ

ンの世界戦略は,1945年から1949年までのイギリス外務省が考えてい

た対西ヨーロッパ政策と酷似する考え方であるといえるだろう｡ただ外

務省の方が西ヨーロッパ諸国の側から具体的な統合のためのプランがで

てくるよりも前の1949年秋までにこの政策を放棄していたのに対し,マ

クミランの場合,すでにシューマン･プランおよびプレヴァン･プラン

という二つのフランス製の具体的な超国家主権的,連邦的統合計画が外

交の舞台に登場し,相当程度真剣な議論が始まったあとで,こういう考

え方を唱えほじめたのであって,それにほそのような具体的西ヨーロッ

パ統合計画がもしも成功してしまった時の(それも特に,ドイツによっ

てその統合された西ヨーロッパが支配された時の)イギリスと西ヨー

ロッパの力関係の逆転への恐怖がその大きな動機として存在したのであ

る｡彼にはそのような統合体が持つであろう経済的･軍事的･政治的影

響力は帝国とコモンウェルスにしか基盤をおかないイギリスのそれを上

回るものになるであろうと予想されたのであり,そのようなイギリスの

(米ソとはだいぶかけ離れていたにせよ,なお世界第3の勢力であると

誇ることが,当時はできた)地位に対する脅威の芽は,できるだけ早く

に踏みつぶされなくてほならなかったのである｡

他方イーデンであるが,彼の場合は彼の(そして外務省の)考えてい

たイギリスの世界的影響力確保のための外交戦略の中では最大級の重要
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性を与えられていた大西洋同盟という大きな枠組みの中で,西ヨーロッ

パが経済的に繁栄し,政治的に安定し,そして軍事的にも強力な一本の

柱としての役割を果たしてくれることに役立つのなら,そのための手段

として彼らが超国家主権的統合に向けて進むことには,何のけちもつけ

る必要は感じなかったのである｡

究極的にはイーデンもマクミランもその日指すところに何ら違いほな

かった｡彼らにとっての最終的目標はただ一つ,イギリスの世界的大国

としての地位を確保しつづけ,さらにはその米ソ並みのレヴェルへの上

昇をもはかることに尽きていたのである｡ただ違ったのほそのためには

具体的にはどのような外交戦略が採用されるべきかという点での考え方

であった｡こういう風に私なりに解釈するなら,私としては彼ら二人の

うちどちらがより親ヨーロッパ的であったのかというような判断ほでき

なくなってしまう｡表にあらわれた行動のみを見るならばマクミランの

行動の方がその野党時代の欧州審議会への積極的かかわりやイーデン･

プランをめく"る議論等からも,より西ヨーロッパという地域への｢関心｣

を強く示すものであったように見えるのだが,彼のそのようなヨーロッ

パへの強い｢関心｣の背後には統合された強力な西ヨーロッパ出現への

危惧の念が動機としてあったのであり,彼の目的はあくまでも西ヨー

ロッパをイギリスのリーダーシップの下に従属させることであった｡

イーデソのアプローチはその反対であり,西ヨーロッパをイギリスに従

属させようなどという野心は全くなく,彼の対応は常に西ヨーロッパ側

の独自のイニシアチヴに対してできる限りの協力を試みるだけであり,

そういう意味でほ,彼は西ヨーロッパに対してマクミランはどの積極的

な｢関心｣も持たなかったと同時に,西ヨーロッパに対する警戒心ない

しは敵意というようなものもなかったのである｡

この物語があつかった時期よりも後に起った出来事MECSC6ケ国

によるEECとEURATOMの形成の成功と,それらへの(マクミランに

221



論 説

よってなされた)イギリスの加盟申請に対するド･ゴールによる拒否

-を考慮するならば,イーデソおよび外務省のとった｢協力すれども

加盟せず｣という対西ヨーロッパ統合戦略はイギリスにとってほ(その

初期ルールの制定に関与できなかったことから,EC加盟を果たしてす

でに20年を経た今に至っても,イギリスにとってはなお不利益をもたら

しているともいえる),致命的な外交上の失敗であり,もしもマクミラン

の戦略が早期に採用されていたならばイギリスは衰えつつある世界帝国

から西ヨーロッパに基盤をもつ世界の大国へとその地位を成功裡に転換

することができたのではないか,などというような議論も可能になるよ

うに見えるかもしれない｡しかし,そのような議論は後知恵の悪用の最

たるものであって,私としてほ,当然,反論を試みなければなるまい｡

まずその様な議論は,イーデンおよび外務省の人間たちは,彼らがそ

の中で思考し行動せざるをえなかった物理的･心理的枠組みの存在に

よって縛られていたという事情を無視したものであると私はいいたい｡

確かにイギリスのとったECSCに対する協力的でほあるが,決してコ

ミットすることのない態度はECSC参加6ケ国の間でのイギリスの評

判を高めることはしなかっただろうし,そのようなイギリスへのある種

の幻滅のようなものが,6ケ国をして,イギリスが決して同意ほしない

であろうことが彼らにも充分に予想がっくようなより｢過激な｣経済統

合へと突き進ませる一国となったことは間違いないであろうと私も思

う｡

しかし私が忘れたくないのは,世界規模ではともかく,当時の西ヨー

ロッパにおいてイギリスは疑問の余地なく他に並ぶもののない経済的･

政治的･軍事的大国であったという事実であり,イギリスにとっては大

陸での連邦主義的統合の運動に加わることは物理的にも心理的にも大き

な犠牲を伴わなくてはできないことだったということである｡イギリス

のスターリング地域との貿易･金融上の関係はイギリスと西ヨーロッパ
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との間のそれに比べると依然としてはるかに巨大なものであり,西ヨー

ロッパの一部となることによって簡単に犠牲にされてよいものであると

はとても考えられなかったし,イーデソや外務省が,ヨーロッパの超国

家的機関に主権の一部といえども手渡してしまえば傷っけることになる

のでほないかと怖れていたイギリスの｢世界帝国｣としての｢威信｣と

いうものは決してそれを裏付ける内容物を欠いた張り子の虎などではな

かったのである｡イギリスの軍事的コミットメントほ依然として地球規

模に散らばっているものであり,中東ほ依然としてはとんどすべてイギ

リスの勢力圏であると見なされていたし,東南アジアでの共産主義の蔓

延の怖れほ,イーデソがイギリスの経済力から見て可能であると考えて

いたよりも多くの極東への軍事的コミットメソトを必要なものとしてい

たのである｡1952年6月18日付けで外務省から閣議に提出された｢イギ

リスの海外における責務｣("BritishOverseasObligations")と題する

覚書ははっきりと,このような認識を示しているので,ここにまた長く

なるがその大半を訳出,引用させてもらうことにする(かっこ内は私に

よる補足):

この覚書の目的は我々の持つ責任(responsibilities)を我々が利用可能

なリソースとより一致したものとするためにほ,もしそれを削減する

ことが可能であるとして,いったいどこでそれが可能なのかを検討す

ることである｡

連合王国の外交政策の基本的要素は以下のとおりである:

(a)我が国ほ数百年間にわたり大国としてありつづけたことから受け継

いだ遺産として世界的規模の責任を有している,(b)我が国は自給自足

できる経済的単位ではない,(C)世界全体という規模での安全保障シス

テムは存在しておらず,我が国も他の非共産主義諸国とともに外部か
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らの脅威にさらされている｡

健全なる外交政策の板木というものは一国の国力がその責務と等しく

なるべく努めることである｡……(中略)現在我が国が国の内外にお

いて受け入れている政策を断固として実行しつづけることほ我が国の

リソースでほ対応しきれないほどの我国経済への重荷となってきてい

ることが今や明らかになりつつある｡もほやそれはこれ以上の予期せ

ざる追加の責務が生じた時にほそれに対処する余裕のないところにま

で到達している｡我が国ほその世界的地位を深刻に傷つけそしてその

地位から生じる死活的な利益を犠牲にすることなくして,どこまでそ

の対外的責務が縮小されうるか,他国と分担しうるか,あるいは他国

に委ねられうるかを決断しなければならない｡しかし主要なコミット

メントの完全なる放棄は不可能である,なぜなら(1)(事前に)友好的

な勢力に対してのコミットメントの移転の取極めがなされない限り

は,我が国の撤退によって産みだされた真空地帯をすぐにロシア人た

ちが占拠してしまうであろうし,(2)それほ我が国の国際的地位に悪影

響を与え,我が国の同盟国としての価値を下げ,コモンウェルスの結

束は失われ,合衆国およびヨーロッパその他の同盟国との特別な関係

に打撃を与えるであろうし,(3)それほまた我が国の経済的･通商的利

益にも打撃を与えるであろうし,(4)威信の喪失から生じる一般的な影

響というものもあるからである｡

現在存在する我が国の責務とほ次のものである:

(a)我が国の地理的な位置から生じる責務,(b)我が国の帝国としての伝

統から生じる責務,(C)我が国の国際的地位から生じる責務｡(a)は以下

のことを意味する:(i)連合王国と西ヨーロッパの防衛,海上および空

のコミュニケーションの維持,(ii)NATOのメンバーシップ,GiD大陸に
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おける戦力の保持｡(b)は以下のことを意味する:(i)我が国の保有する

植民地の安全保障とその経済的･社会的発展,(ii)その他のコモンウェ

ルス諸国への一般的支援,嗣エジプトにおける我が国の地位の防衛と

中東地域一般における安全保障の責任,(iv)マラヤでの秩序の回復,(Ⅴ)

ジブラルタル,マルタ,ペルシャ湾,シンガポール,香港,フォーク

ランド,カリブ海諸島での兵力の駐留と軍事基地の保有｡(C)は以下の

ことを意味する:(i)たとえば朝鮮半島でおこなったような他国への侵

略に対抗する国際的行動への参加,(ii)たとえば韓国,ユーゴに対して

おこなっているような他国への経済的援助,GiD国連,GATT,OEEC,

EPU(the European Payment Union)等への加盟およびその他の

対外的責務,たとえばイラク,ヨルダンそしてアラブの難民(救済)

といったものから生じる財政上の責務,またスクーリング地域と我が

国のスターリング地域の中央準備国としての地位｡

(aト(i):第一の優先順位であり,その削減はイギリス経済が過剰負担に

耐えきれなくなり,それがこの責務以上の脅威と~なった時にのみ正当

化される｡(a)-(ii):合衆国のこの分野での責任の増大が望まれる｡(a)A

Giカ:ドイツからの撤退はヨーロッパ諸国の自衛の意思を弱め,フラン

スのインドシナからの撤退も誘うだろう｡この分野での財政的負担は

今後も増していくだろう｡(b)-(i):植民地現地人による兵力の増大とア

メリカの植民地への投資の増大が求められてしかるべきである｡(b)-

(ii):我が国はコモンウェルス諸国が再軍備への分担を増大するように

説得に努めるべきである｡(b)-Giカ:戦時においては中東は(イギリス本

土周辺についで)第二の優先順位を与えられなくてはならない｡平時

にもその石油は不可欠なものとなる｡しかし,我が国としてほこの地

域とスエズ運河地帯を国際的な責任の下に置くべきである｡早急に同

盟による中東防衛機構が設立されるべきである｡我が国は合衆国が中

東での軍事的コミットメソトに入るよう説得し,エジプトとの間で早

225



論 説

期に合意に到達しなくてはならない｡(bト(iv):東南アジアは非常に重要

である｡世界規模の戦争時以外ほこの地における(イギリスの)弱体

化の兆しを見せてはならない｡NATOのようなシステムを樹立して合

衆国,オーストラリア,ニュージーランドの責任分担の増大がはから

れるべきである｡(bト(Ⅴ):中東においてと同様に他国との責任の分担が

必要である｡(c)-(i):朝鮮半島でのイギリス兵力の削減は極東での合衆

国に対する影響力の喪失につながるのでそのような行動ほとられるべ

きでほない｡(C)-(ii)嗣:ここでの財政負担の削減ほ可能だが,それは同

時にイギリスに対する悪感情をもたらすという代価を支払わなくては

できない｡……(中略)

結論:(前略)……我が国の経済的問題に対する即効的な緩和効果を

もつような海外でのコミットメソトの削減というものほはとんどな

い｡いくらかのコストの削減はなされたとしてもそれほその結果生じ

る影響力と威信の低下によって無意味にされてしまうことであろう｡

最大の効果が得られるのほ合衆国およびコモンウェルス諸国を説得し

て,中東と東南アジアでの責任分担を増大させることであろうが,そ

の際にもそれら地域での(イギリスの持つ)政治的支配力とそれに伴

う威信はできるだけ多く保持されなくてほならない｡また,合衆国は

西ヨーロツ/くにおいてもより責任分担を増やすべきであり,ドイツの

再軍備によってもイギリスの責任は将来軽減されることだろう｡しか

し合衆国側ほ衰退しつつある大英帝国を支えていると見なされること

を嫌がっている｡我が国としては自らに可能な最大限の努力をおこ

なっているということを誇示しなければならない｡合衆国への責任の

委譲の過程ほできるだけ漸進的なものとならなくてはならない(1)｡

このように,イーデンと外務省の考えでは結局のところ,それがイギ
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リスにとって過大な負担であることほ充分理解されながらも,他国との

責任分担あるいは責任委譲の取極めが事前に合意されない限りはイギリ

スの側から自発的には大きなコミットメソトの放棄をするわ桝こはいか

なかったのである｡彼らの論理でほコミットメソト削減による短期的な

経済的利益よりも大国としての威信と影響力という長期的な政治的利益

の維持の方がはるかに重要であり,他の同盟国による肩代わりを求める

ならむしろそのためにも,まずイギリス自身が最大限の負担を負わなく

てほならないのであった｡このような考え方とそれに基づく行動という

のは,それを外から,あるいほ後世から見れば,単に面子を保つための

やせ我慢にしか見えないかもしれないが,それ以外の行動はやはり1950

年代も半ばまでという時期ではまだ,彼らには不可能であったというし

かないのだろう(なぜなら彼らは実際にそういう行動しかとらなかった

のだから)｡

このような,イギリスはいまだに"agreatimperialpower''と呼ば

れるにふさわしい責任と威信を持つ国であるとの自己認識は,別にイー

デソと外務省の人間だけが持っていたわけではない｡それは,イギリス

政府で政策決定に携わる人間のほとんどにとっては(イギリスの"great-

ness''をどの程度と考えるかという点での違いは多少ほあったろうが),

常識に等しいものだったのであり,1956年のスエズ危機がイギリスの米

ソ2超大国と比べての相対的な衰退を世界中に強く印象づけるまでは彼

らの心の中で生きつづけその思考と行動を規制したのである｡実際,ス

エズのような屈辱的な敗北がイギリスの現実に置かれていた衰退状態を

さらけだすまでは保守党であれ,労働党であれいかなるイギリス政府も

自発的にその大国としての地位をその｢主観的認識｣のレヴェルでまで

放棄することほできなかったといってもいいすぎではないだろう｡

再び,後知恵に基づくマクミランの戦略の擁護に対する批判へもどる

が,彼の構想には現実的な適用可能性はなかったと私がいいきれる根拠

227



論 説

は,1952年当時,西ヨーロッパ諸国の側には,マクミランの考えていた

ようなイギリスを盟主とあおぐ非連邦主義的な政府間協力機構(彼自身

の言葉でいうところの"confederation")を創りあげ,彼らがその中でイ

ギリスの大国たる地位を守るための藩塀たらんとする用意があったとい

う証拠は私の知る限りどこにもないからである｡事実ほ全く逆で西ヨー

ロッパの超国家主権的統合主義者たちは一中でも顕著な例がシューマ

ン･プラン提案の時のモネの対応であるが-彼らの進める統合のため

のプランの中にイギリスが参加するとしたら,それは彼ら自身の提示す

る条件,すなわち超国家的機構に対して加盟国の主権は一部割譲される

という原則を受諾した上でなければならないと決意していたのである｡

そのような彼らがマクミランの考えていたような構想がたとえ提示され

ていたとして,それに乗ってくるとは私にはとても思えない｡イーデン･

プランのような無害に思える,そして間違いなく｢善意｣で提案された

構想に対しても,それはECSCへの妨害工作ではないかとの強い懐疑心

を示したモネのような人間たちが,マクミランの構想が現実に提案され

たとして,それを敵意なしで受け止めるということは私にほ想像しがた

いのである｡それはもちろん,どうせ｢もしも｣の話なのだから,イギ

リスが賢明に努力すれば,そして幸運に恵まれれば,何らかのよりゆる

やかな形式の統合体を西ヨーロッパ諸国とともに創りあげ,その盟主に

おさまることも有り得たといっていいのかもしれない｡しかし,やはり

マクミランの考えとモネの考えとの問のひろいギャップの存在(こっち

は事実である)を考えるなら,それは無理だったのではないかというこ

とで大体の人ほ納得できるのでほないだろうか｡

2

イギリスとEDCとの協力関係樹立の問題とイギリスのWEU形成へ

の関与の過程をみてきたことによって今度は,チャーチルとイーデソと
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の間での,西ヨーロッパ統合に対してイギリスがとるべき態度に関する

考え方の違いがよくわかったというのが私の感想であるが,皆さんはど

うだっただろうか｡

まず第一にチャーチルの場合,この西ヨーロッパの統合という問題に

対する関心自体が散発的なものであり,そのEDCがらみの政策決定へ

の貢献も全体としては常にネガティブな形でしかなされなかったといっ

てよいかと思う｡これは主に,紙幅の都合上,この物語の中でまったく

触れなかった,チャーチルはその二度目の首相在任中,常に東西首脳会

談開催によるソ連との間での合意到達に執念を燃やしており,彼の精力

の大半はそのための工作に費やされていたという事実によるところであ

るということは認めておかなくてはならないだろう｡ヨーロツ/くの統合

問題は彼個人のアジェソダでは第一の議題となることはなかったのであ

る｡もっといえば,彼にはそもそも西ヨーロッパという狭い地域の問題

にほ根本的にたいした関心がなかったのであり,したがってこの問題へ

の彼の関与は非建設的なものに終始したのだとさえいってよいかもしれ

ない｡チャーチルにとっては(この点ではイーデソも同じだったといえ

るが)帝国およびコモンウェルスとイギリス本国との間のつながりを維

持･強化することこそがイギリスの外交政策にとって最も重要な側面で

あった(すでに引用した1951年11月末の彼の閣議への覚書を思いだし

ていただきたい)｡アメリカとの間の｢特別な関係｣の構築(彼自身のい

いかたでは｢英語圏の連帯｣となるが)が第二の重要なことであり,イ

ギリスとヨーロッパとの協力というのは彼の世界戦略の中では第三番目

の順位しか与えられなかったのである｡そして彼自身直接そうはいって

いないが,その行動から判断するならその三番目も一番,二番との間に

かなりの距離がある三番であったと私は見るが,これで別に間違ってい

ないのではないだろうか｡

イーデソの場合も,このイギリス=アメリカ間の特別な関係が,帝国
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とコモンウェルスというイギリス独自の影響力の基盤に次く小重要なイギ

リス外交の要素であるとの認識はかわらなかった｡ただ彼の場合,同時

にイギリス=西ヨーロッパ間の友好関係もそれと同様に重要なイギリス

外交政策上の要素であると見なしていたという点にチャーチルとの大き

な違いがあった｡北アメリカ,西ヨーロツ/くどちらもイーデソの思考の

中では,イギリス(とその帝国･コモンウェルス)とならんでより大き

な大西洋同盟の枠組みを形成する3つの軸の中の重要な2つの軸であ

り,イギリスはその両者の問にあってその接点あるいは仲介者という特

別な役割を果たすというのが,彼と外務省の根本的戦略であったのだか

ら,その扱いに差別が設けられてはならなかったのである｡

これに対して,チャーチルが示したのは,英米関係,英欧関係の2つ

の間では,前者が圧倒的に重要であり,後者を良好に保つためにイギリ

スが無理をして過大な譲歩をする必要などなく,いざとなれば簡単に見

捨ててもよいという考え方であったといってよいだろう｡なぜこのよう

な考え方をチャーチルがするようになったのか,以下ほ私の推測でしか

ないが,まず第一に彼が第2次大戟中にイギリス首相としてアメリカ大

統領ルーズヴェルトとの間に頻繁な書簡の往復をおこない(この文通自

体チャーチルの側から,彼が首相となる以前,ヨーロッパでの開戦後に

チェン㌧ベレン内閣が改組され,そこに海軍大臣として入閣した直後から

ほじめられたものである)英米同盟関係の樹立に心血を注ぎ,対日開戦

によりアメリカとの完全な同盟関係に入ってからも,それを良好なもの

に保っことに情熱を注いでいたという過去の経緯がある｡これほアメリ

カのみが大戦を勝利に導いてくれる唯一の信頼に値する同盟国(ソ連も

もちろんドイツに勝つためにほ不可欠な協力者だったが,いかんせん,

チャーチルの中にスターリソ個人はともかくとしてボルシェビズムへの

信頼など求める方がこれほ無理というものである)であるとの彼の認識

の現れであるのは間違いないであろう｡
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このように,戟時中の彼の行動から判断する限り,チャーチルの中に

は,戦後も続けて英米関係を重要視する方向にむかう要素が充分に存在

していたように見えるのとは対照的に,西ヨーロッパに関しては,彼の

戦時中の経験はそれらの国々への信頼感をうんだり,その同盟国として

の重要性を認識させるどころか,まさにその道の方向へと彼の考えを誘

導するようなものであったといってよいのではないか｡フランスの不様

な戦いぶりはもちろん,ドイツを除くその他の西ヨーロッパ諸国のどこ

にいざという時に信頼するにたる同盟国たり得るような戦いぶりを見せ

た国があったのだろう?

もちろんドイツほ強かった｡しかし,ドイツほいうまでもなく敵国だっ

たのであり,強力でかつ簡単には信頼できないということが,すでにヒ

トラーによって充分証明されていた国が,たとえ敗戦･分割によってい

まや友好国になっていたといえども,チャーチルの中で,アメリカと同

等に重要な同盟国と見なすに値する国となるのはやはり無理があったの

でほないか｡だからこそ彼がEDC失敗の際に固執した代替案というの

は英米独3国同盟というものであり,それほ唯一の信療できかつ強力な

友好国との同盟に組み込むことによって,西ヨーロッパの中では唯一強

力ではあるがしかし簡単には信頼できない国を監視する体制を創りあげ

るためのものだったのではないだろうか｡そしてその他の西ヨーロッパ

諸国,特にフランスは別にどうあろうともかまわないというのが彼の態

度であったのほすでに見た通りである｡

というわけで,チャーチルはマクミランとは異なり,ECSCのように西

ヨーロッパ諸国の間での統合への計画が実現しようとしている時にはそ

れを妨害するような反対提案をおこなおうとはしなかったが(積極的な

協力もまたしようとはしなかったが),EDCのように雲行きの怪しい計

画に対してその実現を助けるために,イギリスが大陸諸国に,なかでも

特にフランスに対して｢協力｣という形でその要求に次々と譲歩を迫ら
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れていた時にほ極めて非協力的であり,そのような態度を改めさせるた

めにはイーデソがEDCのメリットを指摘して常時説得に努めなければ

ならなかったのではないか｡そしてEDCがとうとう崩壊してしまった

時に彼がまず怖れたのはアメリカ人の大陸からの撤退という事態であ

り,それを食い止めるための彼の代替案というのほフランスおよびその

他の西ヨーロッパ諸国の立場などまったく無視した英米独3国同盟の形

成とそれに伴うNATOの再編であり,フランスを西側陣営から失うこ

ともやむを得ない,というかむしろその方がかえってすっきりしてよい

とすら考えていたのでほあるまいか,というのが私の推定である｡

イーデンもある程度までほチャーチルと同様にフランスへの不信感な

いし軽蔑感のようなものを抱いていたことも事実であるが,彼としては

アメリカのヨーロッパに対する政治的,軍事的コミットメントを維持す

ることと,フランスを大西洋同盟の中にとどめることははば同程度に重

要なことだったようである｡であるからこそEDCが座礁した時に彼は

BTOを発展させてWEUを創設するという案を持ちだし,チャーチル

の反対を抑えて,大陸への50年間の軍事的コミットメントをイギリス自

ら供与することによって,危機を乗り越えようとしたのである｡という

わけでイーデソとチャーチルを比べるならば明らかに前者の方がより親

ヨーロッパ的であったと私はここで断言してもよいと思う｡

3

さてそれでほ1950年以降のシューマン･プランとプレヴァソ･プラン

という2つの西ヨーロッパ統合の試みに対するアトリー労働党政権と

チャーチル保守党政権の対応を比較すると,そこからどのような結論め

いたことが引きだせるというのだろう?

簡単にいうと,この二つの政権のフランス製統合計画への対応にほほ

とんど差は見られなかったのであり,そしてそれほそうなるべくしてそ
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うなったのだというのが私の結論である｡まずECSCのケースである

が,ここでほチャーチル政権はマクミランという顕著なしかし圧倒的少

数派の例外を除いては,基本的に前労働党政権のECSCとのできるだけ

緊密な協力関係の樹立という政策を,労働党政権がその政策を採用した

のと同じ理由からそのまま引き継いだ｡ECSCとの協力関係の具体的な

あり方としては結局はあまり実質の伴わない｢協力関係審議会｣を設立

するにとどまったのであるが,それほ国内の産業界及び労働組合からの

強い反発があったためであったことほすでに見たとおりである｡この石

炭･鉄鋼業界からの強い反発の存在を考えると,かりにそれが別の労働

党政権の下であったとしても,大して違いのない結論に至らざるを得な

かったのではないかと私は考える｡

EDCについて見ても,まずそれへの参加の拒否という点で,労働党政

権と保守党政権の決定ほ基本的には同じ理由でなされた同じ決定だっ

た｡EDCの非現実的な性格,ヨーロッパだけにのみ限定された対象,ア

メリカの不参加そしてイギリスの政策決定者たちのはとんど本能的とも

いえるほどの強烈な超国家主権性への嫌悪と,イギリスは世界的大国で

あるとの認識といった要素のすべてが,どちらの政権をも,EDCへのイ

ギリスの参加は不可能であるとの決断にためらうことなく向かわせたの

である｡EDCとのできるだけ緊密な協力関係の樹立という政策の採用に

ついても,それは労働党政権の下ですでに採用されていた政策であり,

保守党政権ほ,この場合首相チャーチルその人からの不満の声があった

のだが,それでも結局は前政権と同じ論理で同じ政策を踏襲したのであ

る｡仮に労働党政権が1951年10月以降も政権の座にありつづけていた

としても,彼らもまた結局ほイーデンがおこなったと同様に,フランス

からのしつこい｢協力｣の要請にこたえざるを得なかったであろうし,

EDCが失敗した後では,大西洋同盟の崩壊を防ぐためにWEUを創り大

陸への軍事的コミットメソトを供与するという方向に進まざるをえな
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かったであろう｡アトリー政権もチャーチル政権も結局のところは,だ

いたい違いのない,先にふれたような心理的･物理的制約条件の下で意

思決定をし,それを行動に移さなくてはならなかったのである｡どちら

の政権も世界長大の帝国であった過去(といってもわずか30年ちょっと

前のごく近い過去であり,それゆえに生き生きとした思い出の残る過去

でもある)のイギリスのイメージから逃れることはできなかったし,ど

ちらの政権下においても,イギリスは単独でほ米ソ2超大国に対抗する

独立した第3の超大国となるだけのリソースは持っていなかったのであ

る｡

この心理的･物理的制約のもとでは労働党政権下のイギリスであれ,

保守党政権下のイギリスであれ,イギリスの外交政策上の第一の目標は

イギリスにとって利用可能なリソースを用いて,できるだけその二つの

超大国からの独立と世界での独自の影響力の維持をはかるということに

ならざるを得なかったのであり,イギリスの政策決定者たちにとって帝

国とコモンウェルスのみをパートナーとした孤立のなかに引き籠ること

はできなかったのである｡世界大国として生き残るためには何らかの外

部からの支援が必要であることほ明白だったのである｡

連邦主義的な形で統合された西ヨーロツ/くはこの文脈の中ではイギリ

スにとってはその取り扱いに注意を要する極めてやっかいなしろもので

あった｡一方ではイギリス諸島自らの安全保障のためにも大陸での軍事

的衝突は起ってはならなかったし,また西ヨーロッパ諸国が,武力によ

らずして貧困とプロパガンダのみによって共産主義者の手に落ちてしま

うことも許容できることでほなかった｡したがってイギリスとしては,

西ヨーロッパ諸国が経済的に繁栄し,政治的に安定し,軍事的にもかな

りの自衛力を持つことが絶対に必要であった｡しかしイギリスには,単

独でそのように西ヨーロッパの再生を助け,その防衛を引き受けるだけ

の能力も意思もなかった｡そういう状況で西ヨーロッパへの経済的･軍
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事的援助を引き受けてくれる存在としては,アメリカ以外には考えられ

なかった｡アメリカ政府としては,トルーマン政権もアイゼソハウワー

政権も,充分そのような援助を引き受ける意思はあったのだが,それを

アメリカ国民に対して正当化し,議会の了承を得るためには,フランス

とドイツが和解した,そしてできるだけアメリカに近いような形で連邦

主義的に統合された西ヨーロッパが必要であった｡

それゆえイギリスとしてほ,(マクミランがそう考えたように)その長

期的な影響はイギリスの経済的･政治的利益にとってはマイナスであろ

うと予想していたとしても,大陸諸国が連邦主義的な方向で統合しよう

とする試みに,干渉することはできなかったのである｡この大陸諸国に

よる統合への動きほしかしまた,もう一つの問題をイギリスになげかけ

た｡急速に復興しつつあり,将来の大陸の経済的中心となることが確実

視されていた西ドイツの経済力に対抗するだけの力を持たないフランス

その他の大陸諸国は,イギリスがただの傍観者にとどまらず,そのよう

な西ドイツに対抗する重石となるべく,彼らの統合への動きに,もう少

し踏みこんだ形で協力してくれることを望んだのである｡イギリスとし

てはこのような要請を,(チャーチルがそう望んだように)ただ拒否する

わけにほいかなかった｡なぜなら先程いったようにイギリス自身がヨー

ロッパ諸国と同様に繁栄して安定したヨーロッパの誕生を必要としてい

たのであり,その実現のためにはアメリカの援助が期待できる連邦主義

的な統合という方式しかないこともわかっていたからである｡

しかし,これもまたすでに述べたように,イギリス外交の究極的目標

が,その世界的大国としての地位の維持にあるのなら,イギリス自身が

ヨーロッパ統合運動に深入りして,単なる統合された西ヨーロッパの一

部となってしまうことは不可能であった｡このような西ヨーロッパの連

邦主義的統合運動を支援しながらも,その中に巻き込まれてしまうこと

ほ避けなくてはならないという要請を満たしてくれるうまい方法が,幾
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らもあるわけはなかった｡結局の所ほ,それが労働党であれ保守党であ

れ,どのようなイギリス政権であったとしても,採用しうる選択肢は,

一言でいってしまえば｢西ヨーロッパの統合運動に直接参加はしないが,

できる限り緊密な協力関係を樹立するという政策｣となることがはとん

ど不可避だったのである｡そしてそれこそがアトリー政権の採用した対

応であったし,その後を継いだチャーチル政権の下でも,チャーチルと

マクミランからの反論を抑えて,イーデソの努力によって採用された政

策であった｡

このように見てくるとマクミランの提言も,チャーチルの提案もどち

らも採用可能な選択肢ではなかったことは明白であるというのが私の結

論であるが,いかがだろう｡イギリスが,大西洋の両岸に同盟諸国を有

し,その両方と緊密な関係を持ちながらも,なお独立した世界的大国と

してのイメージを保ちつづけようとする以上は,イギリスの長期的な利

害により適合させるために,西ヨーロッパ諸国の超国家主権的統合運動

に介入し,内部からそれを変質させるというマクミランの考えも,西ヨー

ロッパ諸国の同盟国としての価値を無視して英米間の｢特別な関係｣に

のみ過剰に依存するというチャーチルの考えも,どちらも賢明な構想で

あったとはとても考えられないのである｡イギリスがその国力の衰退と

いう現実を隠蔽し,自らと世界の両方を欺きつづけようとするならば,

そのためには,アメリカと西ヨーロッパのどちらの要求をも平等に満足

させてやり,そのどちらにも,イギリスは頼れる友人であると思わせつ

づけなければならなかったのである｡そしてそのために唯一可能な政策

ほ,｢西ヨーロッパの統合運動に直接参加はしないが,できる限り緊密な

協力関係を樹立する｣という政策だったのである｡

注

(1)CAB129/53,C(52)202,18June1952,memO.by Eden,`British Overseas

Obligations'.
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